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令和６年能登半島地震の支援では、本市と
して多くの貴重な経験を積むことができ、災
害対策における様々な教訓等を得ることがで
きました。

地域防災活動に取り組んでいただいている地域の皆様へ特にお伝えしたい
被災地での課題や教訓を、避難所運営に関する内容を中心にまとめています。
ぜひ、地域で訓練等を行う際の参考としてください。

（詳細は「令和６年能登半島地震を踏まえた地震対策
に関する検証報告書」参照）

本市では、災害発生時に迅速に指定避難所を開設し、円滑に指定避難所を運営することを目的に、
「指定避難所運営マニュアル」を作成しています。

令和６年能登半島地震では、地震発生直後
に多くの避難所が一斉に開設されました。
円滑な開設・運営には事前の準備が重要となります。

大規模災害が発生した場合には、行政による対応には限界が生じます。その
ため行政・市民・事業者の皆さまと共に取り組むことが大切です。
様々な災害リスクを想定し、日頃から幅広い世代の多くの市民が防災に関心
を持ち、地域の防災活動へ参加することにより、防災意識が高まり、発災時に
おいても、自らの命は自らで守る自助の力とともに助け合う共助の力が大きく
向上します。
防災は特別なことではありません。日常の中でできることから始めましょう。
能登半島地震の教訓を、地域の防災活動に活かしていきましょう。

名古屋市　避難所運営

このリーフレットでは、このリーフレットでは、

本市の避難所運営について
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名古屋市防災危機管理局地域防災課
TEL：052-972-4263　FAX：052-962-4030　E-Mail：a3591@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp

まとめ

要配慮者への配慮や男女
平等参画の視点を取り入
れた避難所づくりに取り
組みます。

全員で協力し、お互いに
助け合いながら、避難所
運営に取り組みます。

避難所は、避難者による
「自主運営」となります。

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 か ら 学 ぶ要配慮者への配慮
被災地での課題

要配慮者の特性に応じた対応方法や、配慮す
べき事項等が共有されておらず、対応の仕方
が分からなかった。

対応のpoint
要配慮者の特性ごとに特
徴や主な配慮事項を整理
した「多様な避難者への
配慮事項」などを参考に
具体的な留意点や対応方
法について確認しておき
ましょう。
【第 1 章 避難所の管理運営について（P.31 ～ 35）、事前準備編等】
【第 2 章 避難所運営シート（P.113 ～ 116）】

D 警備体制の確保
被災地での課題

避難所において、不審者が目撃されたり貴重
品や荷物の置引などが発生した。

対応のpoint
定期的なパトロールや、夜間の照明確保な
ど、避難所内及び避難所周辺の警備を行うと
ともに、防犯ブザー等
の設置や、盗難防止の
ため、避難者個人の持
ち物には名前を書きま
しょう。

Ｅ

避難所外避難者の把握
被災地での課題

避難所以外で避難生活を送る避難者（在宅避
難、自主避難所、広域避難等）に関する状況
や支援ニーズを把握する方法を事前に取り決
めておらず対応に苦慮した。

対応のpoint
地域を巡回した折に確認された避難所外避難
者や、避難所敷地内で確認された避難所外避
難者に対して、最寄りの避難所での登録の呼
びかけや、支援物資の情報を伝えましょう。

自主避難所等が発生した場合の状況把握方法
や避難者ニーズのとりまとめ、必要な支援の
提供方法など、指定避難所との連携について
ルール作りをしておきましょう。
【第 2 章 避難所運営シート（P.81）】

Ｆ

【第 2 章 避難所運営シート（P.86）】

令和 6年能登半島地震における避難所・避難者数の推移
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地域防災
地域防災Newsとは
名古屋市の防災対策に関して、地域と本市との橋渡し役をお願いしている
災害対策委員（区政協力委員が兼務）をはじめ地域の皆様に、防災に
関する情報をこのNewsで定期的にお届けいたします。
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名古屋市は令和6年3月、豊山町と「災害時に
おける広域的な避難者の受入れ等に関する協定
書」を締結しました。この協定は、両市町の避難
場所において避難者の相互の受入れ及びそれに伴
う物資等の提供を行うものです。 協定締結を受
け、豊山町と隣接する北区楠地区において、令和
6年度から豊山町と連携して広域避難訓練を実施
しています。

令和7年度は味鋺学区を中心に楠地区5学区の
住民が参加し、味鋺コミュニティセンターから
豊山町の指定緊急避難場所である冨士学習等供
用施設へ移動し、同施設において避難所受付訓
練を行いました。 その後、防災倉庫の見学や、
豊山町住民と楠地区住民との意見交換を実施し、
防災対策に関する相互理解と連携を深めました。



岩手県陸前高田市と本市は、東日本大震災を契機として
開始した「行政丸ごと支援」を縁として、平成26年10月
に友好都市協定を締結し、これまで両市は同協定に基づき
様々な分野で交流を推進してまいりました。
陸前高田市から本市へ友好の証として「奇跡の一本松」
後継樹が贈呈され、令和3年3月23日に東山動植物園に植
樹されたことを記念して、本市では毎年3月23日を陸前高
田市との「絆の日」とし、陸前高田市へ思いを寄せ、震災
の記憶や教訓を忘れずに、防災について考える日としてい
ます。
今年度は3月20日（金・祝）にオアシス21において「絆
の日記念交流イベント」を開催します。イベントでは、タ
レントのつるの剛士さんや名古屋市防災広報アンバサダー
のかほなんさん、気象予報士/防災士の天達武史さんがス
テージ出演するほか、陸前高田市の豊かな食文化を中心と
した魅力を紹介する物産展やお子さま向けに防災謎解き段
ボール迷路なども予定しています。
ご家族やご友人とお誘い合わせのうえ、是非、会場へお
越しください。

名古屋市公式Webサイト　
イベント詳細はこちら！
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陸前高田市
との

毎年3月23日は 「絆の日」

「令和6年能登半島地震から学ぶ
避難所運営のポイント」を作成しました！

石川県輪島市などで震度7を観測し、大きな被害をもた
らした令和6年能登半島地震の発生から、令和8年元日で2
年となりました。
令和6年能登半島地震では、多くの避難所が発災直後に

一斉に開設され、円滑な開設・運営のためには、平時からの
準備が重要であることが改めて示されました。
被災地で実際にあった課題や、そこから得られた教訓を
もとに、避難所をどのように運営していけばよいのかをま
とめた「避難所運営のポイント」を作成しました。
ぜひ、地域での防災訓練等を行う際の参考としてください。

名古屋市公式Webサイト　
資料のデータはこちら！


